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２０２５年８月のガス料金について 

（新潟・長岡・三条地区） 

２０２５年６月２７日 

北陸ガス株式会社 

北陸ガス株式会社は、２０２５年８月検針分に適用する従量料金単価を、１㎥あたり下表のとおり調整

させていただきます（詳細は別紙参照）。 

地区 
７月検針分からの 

原料費調整額 
７月検針分との差額 

新潟地区 ▲２．２０円（税込） ▲１０．２０円（税込） 

長岡、越路、三島・与板、 

栃尾、三条地区 
▲２．０９円（税込） ▲１０．０９円（税込） 

川口地区 ▲２．１４円（税込） ▲１０．１４円（税込） 

これは、２０２５年３月～２０２５年５月のＬＮＧおよびプロパン平均価格(貿易統計値)により算定さ

れた平均原料価格による原料費調整を行うものです。 

また、電気・ガス料金負担軽減支援事業※の政府支援を踏まえ、原料費調整後の単価から１㎥あたり  

８円の値引きを行います。 

※詳細は経済産業省資源エネルギー庁「電気・ガス料金支援サイト」をご覧ください。 

（https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp） 

標準的なご家庭における２０２５年７月検針分と比較したガス料金の増減額は下表のとおりとなりま

す。新潟地区（月間のガスご使用量：３７㎥)では、２０２５年７月適用料金と比べて１カ月あたり、   

３７８円（税込）の減額となります。 

地区 
標準的なご家庭用に 

おける月間のご使用量 

１月検針分と比較した 

ガス料金の増減額 

新潟地区 ３７㎥ ▲３７８円 

長岡、越路、三島・与板 

栃尾、三条地区 
３８㎥ ▲３８４円 

川口地区 ３７㎥ ▲３７６円 

なお、２０２５年８月検針分に適用する料金につきましては、当社の本社および支社等の店頭での掲示

や、検針時に各戸にお届けする「ガスご使用量等のお知らせ（検針票）」等で、あらかじめお知らせいた

します。 

 

＜お問い合わせ先＞ 北陸ガス株式会社 企画グループ 河内  TEL 025-245-2214 

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/


 2 / 4 

 

＜別 紙＞ 

料 金 表 （２０２５年８月） 

 

● 一般ガス供給約款料金(各月のご使用量に応じてＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄいずれかの料金表が適用されます) 

２０２５年７月に適用する従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり下表のとおり調整させていただ

きます。 

 なお、従量料金には電気・ガス料金負担軽減支援事業の政府支援を踏まえた１㎥あたり８円の値引

きが反映されています。また、基本料金は変わりません。 

                                        （税込） 

地区 
７月検針分からの 

原料費調整額 

７月検針分との 

差額 

基準単位料金との 

差額 

新潟地区 ▲２．２０円 ▲１０．２０円 ▲１２．４９円 

長岡、越路、三島・与板、 

栃尾、三条地区 
▲２．０９円 ▲１０．０９円 ▲１２．２７円 

川口地区 ▲２．１４円 ▲１０．１４円 ▲１２．３８円 

 

①新潟地区（４５メガジュール／㎥）                            （税込） 

 月間使用量区分 基本料金 
従量料金単価 

（１㎥につき） 

料金表Ａ ０㎥～１８㎥まで ８４７．００円 １８７．９９円 

料金表Ｂ １８㎥超～９３㎥まで １，２５２．９０円 １６５．４６円 

料金表Ｃ ９３㎥超～３２５㎥まで １，７３８．００円 １６０．２３円 

料金表Ｄ ３２５㎥超～ ４，００５．１０円 １５３．２６円 

②長岡、越路、三島・与板、栃尾、三条地区（４３メガジュール／㎥）           （税込） 

 月間使用量区分 基本料金 
従量料金単価 

（１㎥につき） 

料金表Ａ ０㎥～１９㎥まで ８４７．００円 １７９．１１円 

料金表Ｂ １９㎥超～９７㎥まで １，２５２．９０円 １５７．５８円 

料金表Ｃ ９７㎥超～３４０㎥まで １，７３８．００円 １５２．５８円 

料金表Ｄ ３４０㎥超～ ４，００５．１０円 １４５．９２円 

③川口地区（４３．９５３５メガジュール／㎥）                    （税込） 

 月間使用量区分 基本料金 
従量料金単価 

（１㎥につき） 

料金表Ａ ０㎥～１８㎥まで ８４７．００円 １８３．３９円 

料金表Ｂ １８㎥超～９５㎥まで １，２５２．９０円 １６１．３８円 

料金表Ｃ ９５㎥超～３３２㎥まで １，７３８．００円 １５６．２８円 

料金表Ｄ ３３２㎥超～ ４，００５．１０円 １４９．４７円 

【ガス料金の計算式】 

１カ月のガス料金 ＝ 基本料金＋ガス使用量×従量料金単価 

（上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます）  
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標 準 家 庭 に お け る 影 響 
 

①新潟地区（４５メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 ２０２５年８月料金 ２０２５年７月料金 増減額 増減率 

３７㎥ ７，３７４円 ７，７５２円 ▲３７８円 ▲４．８８％ 

 

②長岡、越路、三島・与板、栃尾、三条地区（４３メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 ２０２５年８月料金 ２０２５年７月料金 増減額 増減率 

３８㎥ ７，２４０円 ７，６２４円 ▲３８４円 ▲５．０４％ 

 

③川口地区（４３．９５３５メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 ２０２５年８月料金 ２０２５年７月料金 増減額 増減率 

３７㎥ ７，２２３円 ７，５９９円 ▲３７６円 ▲４．９５％ 

※標準家庭のガスご使用量は、当社におけるご家庭１件・１カ月あたり平均（２０１６年度～ 

２０２０年度の５年間平均）に基づいております。 

 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 
 

 
2025年 3月～ 2025年 2月～ 

基準平均原料価格 
2025年 5月原料価格 2025年 4月原料価格 

ＬＮＧ平均価格 
(貿易統計値) 

８８，７４０円／ｔ ９１，４５０円／ｔ ９４，７６０円／ｔ 

プロパン平均価格 
(貿易統計値) 

９０，５８０円／ｔ ９５，０８０円／ｔ ９３，３６０円／ｔ 

平均原料価格 ７９，５３０円／ｔ ８２，０７０円／ｔ ８４，７１０円／ｔ 

 

■平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（2025年 3月～2025年 5月貿易統計値）×０．８３０３ 

+プロパン平均価格（2025年 3月～2025年 5月貿易統計値）×０．０６４６ 

＝８８，７４０円／t×０．８３０３＋９０，５８０円／t×０．０６４６ 

＝７９，５３２．２９０円／t 

↓（10円未満四捨五入） 

７９，５３０円／t 

  

■原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

＝７９，５３０円／t－８４，７１０円／t 

＝▲５，１８０円／t   

↓（100円未満切捨て） 

▲５，１００円／t 
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■調整額(１㎥あたり)の算定 

＜新潟地区＞ 

調整額（値引き反映前） ＝原料価格変動額／１００円×０．０８０円×（１＋消費税率） 

＝▲５，１００円／１００円×０．０８０円×１．１０ 

＝▲４．４８８００円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切上げ） 

▲４．４９円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０．０８８００円（０．０８０円に  

１．１０（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

 

調整額（値引き反映後） ＝▲４．４９円／㎥－８.００円／㎥（政府支援による値引き） 

            ＝▲１２．４９円／㎥ 

 

上記計算の結果、 

●基準単位料金に対し、１㎥あたり▲１２．４９円(税込)調整します。 

●２０２５年７月に適用する従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり▲１０．２０円(税込) 

 調整させていただきます。 

 

＜長岡、越路、三島・与板、栃尾、三条地区＞ 

調整額（値引き反映前） ＝原料価格変動額／１００円×０．０７６円×（１＋消費税率） 

＝▲５，１００円／１００円×０．０７６円×１．１０ 

＝▲４．２６３６０円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切上げ）  

              ▲４．２７円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０．０８３６０円（０．０７６円に  

１．１０（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

 

調整額（値引き反映後） ＝▲４．２７円／㎥－８.００円／㎥（政府支援による値引き） 

            ＝▲１２．２７円／㎥ 

 

上記計算の結果、 

●基準単位料金に対し、１㎥あたり▲１２．２７円(税込)調整します。 

●２０２５年７月に適用する従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり▲１０．０９円(税込) 

 調整させていただきます。 

 

＜川口地区＞ 

調整額（値引き反映前） ＝原料価格変動額／１００円×０．０７８円×（１＋消費税率） 

＝▲５，１００円／１００円×０．０７８円×１．１０ 

＝▲４．３７５８０円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切上げ） 

              ▲４．３８円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０．０８５８０円（０．０７８円に  

１．１０（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

  

調整額（値引き反映後） ＝▲４．３８円／㎥－８.００円／㎥（政府支援による値引き） 

            ＝▲１２．３８円／㎥ 

 

上記計算の結果、 

●基準単位料金に対し、１㎥あたり▲１２．３８円(税込)調整します。 

●２０２５年７月に適用する従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり▲１０．１４円(税込) 

 調整させていただきます。 

 


